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子
ど
も
と
ス
ポ
ー
ツ
活
動

　

発
育
・
発
達
期
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
は
大
切
で
す
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
に
親

し
む
こ
と
で
、
基
礎
的
な
運
動
能
力
が
養

わ
れ
、生
涯
に
わ
た
り
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し

む
と
い
っ
た
土
台
を
築
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

文
部
科
学
省
が
毎
年
行
っ
て
い
る
調
査

に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
体
力
・
運
動
能
力

は
昭
和
60
年
ご
ろ
か
ら
低
下
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
現
在
の
子
ど
も
の
世
代
と
そ
の
親

の
世
代
と
を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の

項
目
で
子
ど
も
の
世
代
が
親
の
世
代
を
下

回
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
身
長
や
体
重
な

ど
の
体
格
は
、
子
ど
も
の
世
代
が
親
の
世

代
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
体
格
が
向
上
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
体
力
・
運
動

能
力
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

身
体
能
力
の
低
下
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
と
は
？

　

ス
ポ
ー
ツ
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
、
喜

び
や
楽
し
さ
を
体
験
す
る
と
共
に
、
仲
間

と
の
連
帯
や
友
情
を
育
て
、
さ
ら
に
は
そ

の
過
程
の
中
で
協
調
性
や
創
造
性
な
ど
を

育
み
、
人
間
性
豊
か
な
社
会
人
と
し
て
成

長
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
現
在
、
市
内
に
は
62
の

団
が
あ
り
、
１
、３
５
７
名
の
団
員
と

４
８
０
名
の
指
導
者
が
活
動
し
て
い
ま

す
。
多
く
の
団
は
小
学
校
単
位
で
団
員
が

集
ま
り
、
そ
の
活
動
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
最
近
は
、「
複
合
団
」
と
い
う
多
種

目
の
競
技
を
行
う
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
も
増

え
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
に
加
入
を
!

　

満
３
歳
以
上
な
ら
誰
で
も
ス
ポ
ー
ツ
少

年
団
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
団

に
よ
っ
て
年
齢
制
限
が
あ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）。
ま
た
、
３
歳
以
上
の
子
ど
も
10

名
と
20
歳
以
上
の
指
導
者
2
名
が
い
れ

ば
、
新
た
な
団
と
し
て
市
に
登
録
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
な
お
、
指
導
者
に
つ
い

て
は
、資
格
の
取
得
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

団
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
団

本
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

表：市内のスポーツ少年団の種目一覧

子どもの健やかな成長を願うとき、

スポーツ少年団があります !

くわしくは
市スポーツ少年団本部（スポーツ振興課内）
☎ 21-5183

　スポーツ少年団は「一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを」「スポーツを通じて青少年のからだとこ
ころを育てる組織を地域社会の中に」「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」という３つの理
念のもと、子どもたちが地域社会において幅広いスポーツ活動を行っています。

スポーツ少年団で
　きっかけを作ってみまんせんか？

「何かスポーツを始めてみたいけど、
何がいいのかな…？」と思ってる君

「子どもにスポーツを始めさせたいけど、
楽しくやってるところはないかしら？」
と思ってる保護者の皆さん

スポーツ少年団なら

　スポーツ少年団は、市内で16種目のさまざまなスポー
ツ活動を行っていて、たくさんの仲間がつくれます
また、自分たちで新しくスポーツ少年団を作ることもでき
ます

男の子も
　女の子も

スポーツが
　苦手な子も

３歳以上
　なら誰でも

スポーツ少年団は、スポーツだけでなく
レクリエーションや野外活動も楽しめます

種   目
1 野球 9 バレーボール
2 ミニバスケットボール 10 柔道
3 剣道 11 スピードスケート
4 サッカー 12 ソフトテニス
5 卓球 13 ホッケー
6 硬式テニス 14 空手道
7 体操 15 バドミントン
8 アイスホッケー 16 陸上競技
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市
民
の
皆
さ
ん
が
、
市
内
の
業
者
を
利
用
し
て
行
う
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
対
象
者

　

市
内
に
在
住
し
、
所
有
す
る
住
宅（
親
ま
た
は
子
が
所
有
し
、
自

ら
が
居
住
す
る
住
宅
を
含
む
）ま
た
は
、
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
住
宅

の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
う
方
で
、
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

方
が
対
象
で
す
。

※
未
契
約
の
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
者
は
対
象
外
で
す

※
過
去
に
こ
の
助
成
を
受
け
た
方
や
住
宅
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

　

助
成
対
象
住
宅

　

建
築
後
５
年
を
経
過
し
、
現
在
住
ん
で
い
る
市
内
の
住
宅
、
ま
た

は
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
も
の
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
住
宅
以
外
の
賃
貸
住
宅
は
対
象
外
で
す

助
成
対
象
工
事

　

市
内
の
登
録
業
者
が
行
う
、
工
事
費
が
10
万
円
以
上（
消
費
税
を

含
む
）の
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
工
事
が
対
象
で
す
。

※
助
成
金
の
交
付
申
請
前
に
着
工
し
た
工
事
は
対
象
外
で
す

※
関
東
・
東
北
豪
雨
に
よ
る
被
災
住
宅
の
修
繕
工
事
は
、
対
象
外
で

　

す
助
成
金
額

　

対
象
工
事
費
の
10
％
以
内（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）か
つ
上
限
15
万

円
で
す
。

※
三
世
代
同
居
世
帯
住
宅
、
ま
た
は
75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
同
居
す

　

る
世
帯
は
上
限
20
万
円
で
す

助
成
期
間

　

平
成
30
年
３
月
31
日（
土
）ま
で
で
す（
受
付
は
閉
庁
日
を
除
く
）。

※
申
請
で
き
る
の
は
工
事
に
着
工
す
る
前
で
、
平
成
30
年
３
月
末
日

　

ま
で
に
工
事
完
了
の
報
告
が
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す（
申
請
前

　

に
工
事
着
手
し
て
い
る
も
の
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

　

比
較
的
若
い
方
を
市
に
呼
び
込
み
、
市
内
の
活
力
を
高
め
る
こ
と

を
目
的
に
住
宅
取
得
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
な
お
、
申
請
で
き

る
の
は
転
入
日
か
ら
１
年
間
で
す
。そ
の
他
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
者

　

次
の
全
て
を
満
た
す
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
日
光
市
に
転
入
し
た
日
に
45
歳
以
下
の
方
で
、
転
入
し
た
日
か
ら

　

過
去
２
年
間
、
日
光
市
に
住
民
登
録
が
無
い
方

●
自
分
が
住
む
た
め
に
住
宅
を
取
得
し
、
そ
の
住
宅
に
５
年
間
以
上

　

住
み
続
け
る
方

●
申
請
時
に
市
町
村
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

●
取
得
し
た
住
宅
の
所
有
権
を
２
分
の
１
以
上
有
す
る
方

補
助
対
象
住
宅

　

次
の
全
て
を
満
た
す
住
宅
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
新
た
に
取
得
し
た
住
宅
で
、
実
際
に
申
請
者
が
住
む
た
め
の
住
宅

●
建
築
基
準
法（
昭
和
25
年
度
法
律
第
２
０
１
号
）な
ど
の
関
係
法
令

　

に
適
合
し
て
い
る
住
宅

※
そ
の
他
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

補
助
金
額

基
本
額
…
30
万
円
／
市
内
業
者︵
要
件
有
︶か
ら
住
宅
を
購
入
し
た
場

合
…
基
本
額
に
20
万
円
加
算
／
高
齢
者
の
孤
立
防
止
に
該
当
す
る
場

合
…
基
本
額
に
10
万
円
加
算

補
助
期
間

　

平
成
30
年
３
月
31
日（
土
）ま
で
で
す（
受
付
は
閉
庁
日

を
除
く
）。

　

く
わ
し
く
は

　
　

建
築
住
宅
課

　

建
築
指
導
係

　

☎（
21
）５
１
９
７

住宅に関する助成・補助制度のご案内

☀
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
に
つ
い
て

☀
転
入
者
住
宅
取
得
補
助
制
度
に
つ
い
て

く
わ
し
く
は

　
　

建
築
住
宅
課

　

建
築
指
導
係

　

☎（
21
）５
１
９
７


	広報にっこう145 DATA 10
	広報にっこう145 DATA 11



